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1 R2.12.7面談
新設する「集合体ホルダ固定架台」は、耐震設計の
重要度分類のCクラスとして設計を行うとの説明が
あったが、具体的にどの様な設計を行うのか。

集合体ホルダ固定架台は、核燃料物質使用変更許可申請書の添付資
料1「8.地震による損傷の防止」に従い、耐震設計の重要度分類のCク
ラスとして、同章8.3耐震設計評価法(1)方針④（添付1-123）に記載され
ている通り、転倒、脱落及び暴走等が生じない設計を行い、上位に波
及しない構造とします。
具体的には、8.3(4)平成25年12月18日以降に許可を得た設備・機器の
耐震評価法②Ｃクラス（添付1-127）に則り、集合体ホルダ固定架台に
おける最大積載重量（集合体ホルダに収納された残存核燃料物質封
入棒集合体を保持した状態）を想定した上で、建築基準法の規定によ
り求めた値に20 ％割り増した静的地震力を加味し、有限要素法（FEM）
により各部材に発生する応力を求め、構造材料及び固定ボルトの短期
許容応力に収まることを確認します。
また、耐震上位クラス（Bsクラス）の設備に波及しない構造とするため、
水平震度1.0の静的地震力により転倒しないよう、固定ボルトに発生す
る応力が短期許容応力に収まることを確認します。

2 R2.12.7面談
残存核燃料物質封入棒集合体の受入れが、管理
区域境界の既許可に影響を及ぼさないことを具体
的に説明すること。

管理区域境界における外部放射線に係る線量を評価する対象室は、
管理区域境界から線源までの距離、壁厚、核燃料物質の量等を考慮
し、「原料保管庫」及び「燃料要素・封入棒保管庫」としております。本変
更において、上記の部屋は使用しないため、許可値に変更はありませ
ん。
一方、本変更により、残存核燃料物質封入棒集合体53体を「集合体・
保管体貯蔵庫」に貯蔵しますが、当該貯蔵庫は、上記の部屋と比較し
て、管理区域境界までの距離が離れており、かつ、介在するコンクリー
ト壁も厚くなります。なお、最短の管理区域境界方向においては、残存
核燃料物質封入棒集合体1体あたりの実効線量率は、保管体1体あた
りのそれと比較して、低くなります。
管理区域境界と評価室との位置関係を資料-1に示します。
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